
   

 平成３０年８月２９日  

 議     案  

 ８ 月 定 例 会 議  

常  総  市 

 



1 

議案第１９号 

 

常総市議会議員及び常総市長の選挙における選挙運動用自動車の使

用及び選挙運動用ポスターの作成の公費負担に関する条例の一部を

改正する条例について 

 

常総市議会議員及び常総市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙

運動用ポスターの作成の公費負担に関する条例の一部を改正する条例を次のよう

に定めたいので，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号

の規定により議会の議決を求める。 

 

平成３０年８月２９日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

提案理由 

本案は，公職選挙法が改正されたことに伴い，同法に基づく選挙運動用ビラの

作成に要する費用の公費負担に係る規定を追加するため，これを提出する。 
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常総市条例第  号 

 

常総市議会議員及び常総市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及

び選挙運動用ポスターの作成の公費負担に関する条例の一部を改正する

条例 

 

常総市議会議員及び常総市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙

運動用ポスターの作成の公費負担に関する条例（平成６年水海道市条例第１６

号）の一部を次のように改正する。 

題名を次のように改める。 

常総市議会議員及び常総市長の選挙における選挙運動の公費負担に関す

る条例 

第１条中「第１４１条第８項」の次に「，第１４２条第１１項」を，「使用」

の次に「，法第１４２条第１項第６号に規定するビラ（以下「選挙運動用ビラ」

という。）の作成」を加え，「作成の」を「作成に要する費用の」に改める。 

第２条の見出しを「（費用の公費負担）」に改め，同条中「選挙運動用自動車

を使用し，及び選挙運動用ポスターを作成する」を「その選挙において支払う次

に掲げる」に，「第８条」を「第１０条」に改め，同条ただし書中「候補者」を

「当該候補者」に改め，同条に次の各号を加える。 

(1) 選挙運動用自動車を使用する費用 

(2) 選挙運動用ビラを作成する費用 

(3) 選挙運動用ポスターを作成する費用 

第４条第２号イ中「第８項の規定による」の次に「候補者の」を加え，「第８

条」を「第１０条第１号」に改める。 

第５条の見出しを「（選挙運動用自動車の使用の契約の指定）」に改める。 

第９条を第１１条とする。 

第８条第２号中「当該選挙が行われる区域」を「その選挙」に改め，同号を同

条第３号とし，同条第１号の次に次の１号を加え，同条を第１０条とする。 

(2) 選挙運動用ビラの作成については，７円５１銭にその選挙における選挙運

動用ビラの作成枚数（当該作成枚数が法第１４２条第１項第６号に規定する

枚数を超えるときは，同号に規定する枚数とする。）を乗じて得た金額 

第７条中「当該選挙が行われる区域」を「その選挙」に改め，同条を第９条と

し，第６条を第８条とし，第５条の次に次の２条を加える。 
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（選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出） 

第６条 候補者は，選挙運動用ビラの作成について第２条の規定の適用を受けよ

うとするときは，ビラの作成を業とする者（以下「ビラ作成業者」という。）

との間において選挙運動用ビラの作成について有償契約を締結し，その旨を委

員会に届け出なければならない。 

（選挙運動用ビラの作成の公費の支払） 

第７条 市は，候補者（前条の規定による届出をした者に限る。）が同条に規定

する契約に基づきビラ作成業者に支払うべき金額のうち，当該契約に基づき作

成された選挙運動用ビラの１枚当たりの作成単価（当該作成単価が７円５１銭

を超えるときは，７円５１銭とする。）に，作成枚数（当該候補者を通じて，

法第１４２条第１項第６号に規定する枚数の範囲内のものであることについて，

当該候補者からの申請に基づき，委員会が確認したものに限る。）を乗じて得

た金額を，第２条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り，当該ビラ作

成業者からの請求に基づき，当該ビラ作成業者に支払うものとする。 

附 則 

この条例は，平成３１年３月１日から施行する。 
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議案第２０号 

 

財産の取得について 

 

次のとおり財産を取得したいので，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

９６条第１項第８号の規定により議会の議決を求める。 

 

平成３０年８月２９日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

記 

 

１ 財産の種別及び数量 中型バス １台 

２ 取 得 の 目 的 庁用バス 

３ 取 得 の 方 法 指名競争入札 

４ 取 得 金 額 ３４，１２８，０００円 

５ 取 得 の 相 手 方 茨城県常総市新石下２７２７番地 

   茨城いすゞ自動車株式会社石下営業所 

所長 川尻 則行 

提案理由 

本案は，去る８月２０日に指名競争入札を行った庁用バスの取得について，予

定価格が議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例に定め

る額を超えていることから，落札者と仮契約を締結したので，これを提出する。 
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議案第２１号 

 

市道の路線の変更について 

 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第２項の規定により次の路線を

変更したいので，同条第３項の規定により議会の議決を求める。 

 

平成３０年８月２９日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

記 

 

路 線 名 起 点 終 点 

３３８４ 

旧 坂手町２８２２ 旧 坂手町５９５３－１ 

新 坂手町２８２２ 新 坂手町５６１１－１ 

 

提案理由 

本案は，坂手町地内の路線について，鹿小路細野線の供用開始に伴い，その一

部が道路としての機能を喪失し，隣接地の所有者から払下げの要望があることか

ら，その終点の位置を変更するため，これを提出する。 
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議案第２２号 

 

市道の路線の変更について 

 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第２項の規定により次の路線を

変更したいので，同条第３項の規定により議会の議決を求める。 

 

平成３０年８月２９日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

記 

 

路 線 名 起 点 終 点 

３９９２ 

旧 坂手町３０２１ 旧 坂手町３００５ 

新 坂手町３０２１ 新 坂手町３０１６ 

 

提案理由 

本案は，坂手町地内の路線について，鹿小路細野線の供用開始に伴い，その一

部が道路としての機能を喪失し，隣接地の所有者から払下げの要望があることか

ら，その終点の位置を変更するため，これを提出する。 
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議案第２３号 

 

市道の路線の認定について 

 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項の規定により次の路線を認

定したいので，同条第２項の規定により議会の議決を求める。 

 

平成３０年８月２９日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

記 

 

路 線 名 起 点 終 点 

３９９４ 坂手町５９３１－１ 坂手町５９５３－２ 

 

提案理由 

本案は，議案第２１号において変更する路線について，鹿小路細野線と重複し

て供用されている区間及び道路として機能していない区間を除いた現道の部分を

改めて市道として認定するため，これを提出する。 

 

 


